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（協定の変更） 

第 22 条 甲及び乙は、運営業務の内容等を変更する必要があるとき又は経済情勢の変

動、不可抗力その他予期することができない事由により本協定に定める条件が不適当

となった場合は、協議の上本協定を変更することができる。 

 

（契約管理委員会の設置） 

第 23 条 乙は、本プログラムにおける契約の公正性及び透明性を確保することを目的

として、「契約管理委員会」を設置するものとする。契約管理委員会の組織及び運営

に関する詳細は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 

 

（補則） 

第 24 条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じたときは、甲及び乙は、

その都度誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。 

 

 

 

協定締結の証として甲と乙とは、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、そ

の１通を保有する。 

 

 

 

 

令和５年９月13日 

 

 

       東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

   甲   東京都 

       代表者 東京都知事    小 池 百合子 

 

 

 

       東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

   乙   SusHi Tech Tokyo 2024グローバルスタートアッププログラム実行委員会 

       代表者 実行委員長    宮 坂 学 

 

 


